
　

給
与
支
払
者（
法
人・
個
人
問

わ
ず
）は
、
給
与
支
払
額
の
多
少

に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
従
業

員
等（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
お

よ
び
短
期
雇
用
者
等
を
含
む
）の

給
与
支
払
報
告
書
を
作
成
し
、
従

業
員
等
の
１
月
１
日
現
在（
退
職

の
場
合
は
退
職
日
現
在
）に
お
け

る
住
所
地
の
市
区
町
村
長
へ
提
出

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す（
地
方
税
法
第
3
1
7
条
の

６
）。
該
当
と
な
る
従
業
員
等
が

い
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
７
年
分
の
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
期
限
は
令
和

８
年
２
月
２
日（
月
）で
す
の
で
、

お
早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

給
与
支
払
報
告
書（
総
括
表
お

よ
び
個
人
別
明
細
書
）は
独
自
の

様
式
の
も
の
を
お
使
い
い
た
だ
く

か
最
寄
り
の
税
務
署
ま
た
は
役
場

税
務
課（
１
階
２
番
窓
口
）に
て

お
求
め
く
だ
さ
い
。
給
与
支
払
報

告
書
の
記
入
等
に
あ
た
り
、
不
明

　
法
務
局
の
不
動
産
登
記
簿
に
登

記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
は
、
取
り

壊
し
や
所
有
者
の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、
町
に
届
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　
取
り
壊
し
た
、
ま
た
は
所
有
者

変
更
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

引
き
続
き
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
避

け
る
た
め
、
該
当
す
る
場
合
は
忘

れ
ず
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
手
続
き・必
要
書
類
等
】

未
登
記
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

·
家
屋
取
壊
届
出
書

（
税
務
課
窓
口・公
式
H
P
）

·
取
り
壊
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類

（
領
収
証
又
は
取
り
壊
し
た
事

業
者
が
発
行
す
る
取
壊
証
明

書
）

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が

変
更
さ
れ
た
場
合

共
通

　
家
屋
課
税
台
帳
名
義
人
変
更
願

（
税
務
課
窓
口・公
式
H
P
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

納 期 限

2 2
月
曜
日

◦町営住宅使用料（1月分）

◦上水道使用料（1月期分）
　 大口12月使用分

◦下水道使用料（1月期分）
　 大口12月使用分

◦国民健康保険税（8期分）

◦後期高齢者医療保険料（7期分）

◦介護保険料（7期分）

◦保育料（1月分）

1月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

「
御
代
田
町
公
式
L
I
N
E
」

　
　
　

 

と
も
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
公
式
L
I
N
E
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
防
災
情
報
、

暮
ら
し
の
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
各
種
申
し
込

み
な
ど
、
便
利
な
機
能
も
実
装
し
て
い
き
ま
す
。

宝
く
じ
の
助
成
金
に

よ
り
備
品
を
整
備
し

ま
し
た

　
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業

で
あ
る
、
公
益
財
団
法
人
長
野
県

市
町
村
振
興
協
会
の
地
域
活
動
助

成
事
業
を
活
用
し
、
広
戸
区
に
掲

示
板
お
よ
び
草
刈
り
機
を
整
備
し

ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
企
画
係

（
32
）３
１
１
２

▶︎
掲
示
板

▶︎
草
刈
り
機

あ
な
た
の
畑
を
守
る
！

野
生
鳥
獣
被
害
対
策 

研
修
会
を
開
催
し
ま
す

大
寒
の
伝
統
行
事「
寒
の
水
」が
開
催
さ
れ
ま
す

狩
猟
免
許
取
得
者
を
支
援
し
ま
す

　
近
年
、
町
内
で
は
ク
マ
、
イ
ノ

シ
シ
、
シ
カ
な
ど
に
よ
る
農
作
物

被
害
が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
大

切
な
作
物
を
守
り
、
安
心
し
て
農

業
や
生
活
を
送
る
た
め
、
被
害
対

策
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
長
野
県
佐
久
農
業
農

村
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専
門
家
を
講

師
に
迎
え
、
町
内
の
被
害
状
況
を

踏
ま
え
た
、
実
践
的
な
対
策
を
学

び
ま
す
。
次
年
度
の
営
農
計
画
や

被
害
防
止
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

　
長
野
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
草
越
区
の
伝
統
行

事「
寒
の
水
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ふ
ん
ど
し
姿
の
水
行
者
が
冷
水
を

浴
び
る
雄
姿
を
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
水
行
者
と
し
て
の
一
般

参
加
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
20
日（
火
）

　
　
　
午
後
４
時
～

　
冷
水
を
浴
び
る
様
子
は
午
後
６

時
ご
ろ
か
ら
見
ら
れ
る
予
定
で
す
。

　
町
で
は
、
新
規
に
狩
猟
免
許
を

取
得
さ
れ
る
方
に
対
し
て
、
費
用

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
者
お
よ
び
補
助
金
額
等
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
対
象
者

　
（
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
方
）

・
狩
猟
免
許
取
得
試
験
に
合
格
し

た
方

・
町
内
に
居
住
し
、
住
所
を
有
す

る
方

・
町
税
等
に
滞
納
の
な
い
方

・
御
代
田
町
猟
友
会
員
と
し
て
、

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
活
動
に
参
加

い
た
だ
け
る
方

○
対
象
と
な
る
経
費

・
試
験
手
数
料

開
催
日
時　
２
月
６
日（
金
）

　
　
　
　
　
午
後
２
時
～

場
所　
エ
コ
ー
ル
み
よ
た

　
　
　
　
あ
つ
も
り
ホ
ー
ル

内
容　
町
内
の
ク
マ・イ
ノ
シ
シ・

シ
カ
の
被
害
対
策
に
つ
い
て

注
意
事
項　
申
し
込
み
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
当
日
開
催
場
所
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
農
政
係

（
32
）３
１
１
３

御
代
田
町
の
特
産
品
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、「
御
代
田
町
特
産
品

認
定
事
業
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

町
の
特
産
品
と
し
て
認
定
し
、
そ

の
広
報
と
販
売
に
助
力
す
る
こ
と

で
、
町
の
産
業
振
興
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
認
定
さ
れ
た
品
物
に
は

　
「
御
代
田
町
特
産
品
認
定
第
○

○
号
」の
表
示
が
で
き
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
返
礼
品
な
ど
に
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

認
定
基
準

　
御
代
田
町
の
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ

わ
し
く
、
品
質
に
優
れ
、
食
品
衛

生
法
お
よ
び
関
係
法
令
に
違
反
し

て
い
な
い
物
品

認
定
有
効
期
間

　

３
年
間（
４
月
１
日
か
ら
令
和

11
年
３
月
31
日
ま
で
）

審
査
手
数
料

　
（
新
規
）１
品�

１
，０
０
０
円

　
（
更
新
）１
品�

５
０
０
円

申
込
締
め
切
り

　
１
月
23
日（
金
）

※
認
定
申
請
書
は
、
産
業
経
済
課

商
工
観
光
係
で
お
渡
し
い
た
し

ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
い
た
だ

け
ま
す
。

申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

（
32
）３
１
１
３

場
所　
草
越
公
民
館

（
し
な
の
鉄
道
御
代
田
駅
か
ら

車
で
約
10
分
）

駐
車
場　
草
越
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

（
県
道
１
３
７
号
線
と
県
道
１

５
６
号
線
の
丁
字
路
近
く
）

　
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

タ
ク
シ
ー
等
の
利
用
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

（
32
）３
１
１
３

・
講
習
会
受
講
料
お
よ
び
テ
キ
ス

ト
代

・
診
断
書
手
数
料

○
補
助
金
額

・
狩
猟
免
許
取
得
に
要
し
た
費
用

の
１
／
２
の
金
額

（
上
限
６
，０
０
０
円
）

　
狩
猟
免
許
取
得
を
お
考
え
の
方

は
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
説
明
等
が
あ
り
ま
す
の

で
、
受
験
前
に
産
業
経
済
課
耕
地

林
務
係
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
耕
地
林
務
係

（
32
）３
１
１
３

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
期
限
内
提
出
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

【
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
】

取
り
壊
し・所
有
者
変
更
の
あ
っ
た
場
合
は

手
続
き
が
必
要
で
す

な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
担
当

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
長
野
県
で
は
、
す
べ
て
の
事

業
主
の
皆
さ
ま
に
[特
別
徴
収
]

（
給
与
天
引
き
）の
実
施
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。
[普
通
徴

収
]（
個
人
で
納
入
）と
な
る
場

合
は「
普
通
徴
収
切
替
理
由
書

兼
仕
切
紙
」を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
普
通
徴
収
切

替
理
由
書
兼
仕
切
紙
の
提
出
が

無
く
、
徴
収
区
分
が
不
明
瞭
の

場
合
は
原
則
ど
お
り
特
別
徴
収

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
普

通
徴
収
切
替
理
由
書
兼
仕
切
紙

は
、
役
場
税
務
課（
１
階
２
番

窓
口
）で
お
求
め
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
住
民
税
係（

32
）３
１
２
６

売
買
の
場
合

・
売
買
契
約
書
の
写
し

（
添
付
で
き
な
い
場
合
は
、
両

者
の
印
鑑
登
録
証
明
書
お
よ
び

実
印
押
印
）

相
続
の
場
合

・
遺
産
分
割
協
議
書
の
写
し

（
添
付
で
き
な
い
場
合
は
、
被

相
続
人
の
死
亡
と
相
続
人
と
の

関
係
が
わ
か
る
書
類（
戸
籍
謄

本
等
）、
遺
産
分
割
協
議
証
明

書
、
相
続
人
全
員
の
印
鑑
登
録

証
明
書
お
よ
び
実
印
押
印

贈
与
の
場
合

・
贈
与
証
書

（
添
付
で
き
な
い
場
合
は
両
者

の
印
鑑
登
録
証
明
書
お
よ
び
実

印
押
印
）

　
そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
な
ど
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
資
産
税
係（

32
）３
１
２
６
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